
■申込先　　　　　合同会社AMAC(エーマック)
■問合せ・申込み　TEL：043－498－5151　FAX：043－308－5202
　　　　　　　　　Mail：amac.chiba@gmail.com
■申込期限　　　　12月13日㈮まで
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■
口
座
振
替
の
特
徴

　
前
も
っ
て
ご
指
定
の
金
融
機
関
の

預
貯
金
口
座
に
入
金
し
て
お
く
だ
け

で
、
自
動
的
に
税
金
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
、
金
融

機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る
な
ど
、

安
心
か
つ
確
実
な
方
法
で
す
。

■
手
続
き
方
法

　

取
扱
金
融
機
関（
※
）に
納
税
通

知
書
、
預
金
通
帳
、
印
鑑
（
通
帳
の

届
け
印
）
を
持
参
し
、
預
金
口
座
振

替
依
頼
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
一
度
手
続
き
を
す
る
と
自
動
的
に

更
新
さ
れ
ま
す
が
、
固
定
資
産
の
所

有
者
や
共
有
者
が
変
更
に
な
っ
た
場

　
「
口
座
振
替
に
よ
る
納
税
」
は
、
金
融
機
関
に
出
か
け
な
く
て
も
、
自

動
的
に
税
金
が
納
め
ら
れ
る
大
変
便
利
な
方
法
で
す
。

自
動
で
簡
単
引
き
落
と
し

口
座
振
替
に
よ
る
納
税
を
ご
検
討
く
だ
さ
い

合
な
ど
は
、
再
度
手
続
き
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
預
金
口
座
振
替
依
頼
書
の
取
得
方
法

・
町
内
の
金
融
機
関
で
手
続
き
を
す

る
場
合
は
、
金
融
機
関
窓
口
で
取
得

可
能
で
す
。

・
町
外
の
金
融
機
関
で
手
続
き
を
す

る
場
合
は
、
収
税
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
預
金
口
座
振
替
依
頼
書
を

郵
送
し
ま
す
。

（
※
）口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関

　
千
葉
銀
行
、
山
武
郡
市
農
業
協
同

組
合
、
千
葉
信
用
金
庫
、
京
葉
銀
行
、

千
葉
興
業
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
三

井
住
友
銀
行
、
銚
子
信
用
金
庫
、
中

央
労
働
金
庫
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
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誕
生
日
か
ら
使
え
る
資
格
確
認
書

は
誕
生
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
簡
易

書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

　
ま
た
誕
生
日
か
ら
１
〜
２
か
月
後

に
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
通
知

書
お
よ
び
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
い
た
だ
き
ま
し
て
保
険

料
を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、最
初
は

納
付
書
で
納
め
る
方
法（
普
通
徴
収
）

で
す
が
、約
6
か
月
後
か
ら
は
年
金
か

ら
天
引
き（
特
別
徴
収
）へ
変
更
と
な

り
ま
す
。年
金
か
ら
天
引
き
が
始
ま
る

ま
で
の
間
や
、年
金
か
ら
天
引
き
が
出

来
な
い
と
き
は
、口
座
振
替
の
お
手
続

き
を
し
て
お
く
と
、納
め
忘
れ
を
防
ぐ

こ
と
が
出
来
る
の
で
お
勧
め
し
ま
す
。

■
納
付
に
関
す
る
注
意

※
75
歳
に
な
っ
て
す
ぐ
に
は
年
金
天

引
き
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
間
は
納

付
書
で
の
納
付
か
口
座
振
替
か
の
ど

ち
ら
か
に
な
り
ま
す
。

※
申
し
出
に
よ
り
特
別
徴
収（
年
金

75
歳
に
な
ら
れ
る
方
は
、
今
ま
で
加
入
し
て
い
た
国
民
健
康
保
険
や
健

康
保
険
組
合
、
共
済
組
合
な
ど
か
ら
抜
け
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
る
方

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

天
引
き
）か
ら
普
通
徴
収（
口
座
振
替
）

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。希
望

さ
れ
る
方
は
、国
保
年
金
係
で
必
ず
お

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
口
座
振
替
で

納
付
さ
れ
て
い
た
方
で
も
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
口
座
振
替
を
申

し
込
ま
れ
て
い
な
い
方
は
、
再
度
手

続
き
が
必
要
で
す
。
ご
希
望
の
金
融

機
関
で
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
預
金
口
座
振
替
依
頼
書
は
国
保
年

金
係
の
窓
口
に
も
あ
り
ま
す
）

※
保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
で
す
と
、

延
滞
金
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
納
め
忘
れ
に
十
分
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
が
い
る
場

合
の
注
意

　

被
保
険
者（
75
歳
に
な
ら
れ
る
方
）

の
被
扶
養
者
の
方
も
、
加
入
し
て
い

る
会
社
の
健
康
保
険
か
ら
脱
退
す
る

た
め
、
新
た
に
国
民
健
康
保
険
な
ど

の
医
療
保
険
制
度
へ
の
加
入
手
続
き
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が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。（
自
動
的
に
は
切
り
替
わ

り
ま
せ
ん
。
）

　

他
の
医
療
保
険
制
度
へ
の
加
入
手

続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、一時
的

に
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

☆
令
和
６
年
12
月
２
日
以
降
、
被
保

　

令
和
6
年
度
、新
た
に
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が

出
来
る
方
へ
は
、日
本
年
金
機
構
よ
り

簡
易
な
請
求
書（
ハ
ガ
キ
型
）を
令
和

6
年
9
月
か
ら
順
次
発
送
し
て
い
ま

す
。も
し
、紛
失
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場

合
で
も
、国
保
年
金
係
の
窓
口
に
あ
り

ま
す
の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、現
在
受
給
中
で
、引
き
続
き
支

給
要
件
に
該
当
す
る
方
は
お
手
続
き

不
要
で
す
。

■
対
象
者

・
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

左
記
の
要
件
を
す
べて
満
た
す
方

①
65
歳
以
上
の
老
齢
基
礎
年
金
受
給

者
で
あ
る
こ
と

②
前
年
の
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金

額
１※
と
そ
の
他
の
所
得
と
の
合
計
額

が
昭
和
31
年
4
月
2
日
以
後
に
生
ま

れ
た
方
は
８
８
９
，３
０
０
円
以
下
、

昭
和
31
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
は
８
８
７
，７
０
０
円
以
下
２※
で

あ
る
こ
と

③
同
一
世
帯
の
全
員
が
市
町
村
税
非

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
と
は
年
金
を
含
め
て
も
所
得
が
低
い
年
金
受

給
者
を
経
済
的
に
援
助
す
る
た
め
に
、
年
金
に
プ
ラ
ス
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
す
。

老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て

課
税
で
あ
る
こ
と

１※

障
害
年
金
・
遺
族
年
金
等
の
非
課

税
収
入
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

２※

昭
和
31
年
4
月
2
日
以
後
に
生
ま

れ
た
方
で
７
８
９
，３
０
０
円
以
上

８
８
９
，３
０
０
円
以
下
で
あ
る
方
、

昭
和
31
年
4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
で
７
８
７
，７
０
０
円
以
上

８
８
７
，７
０
０
円
以
下
で
あ
る
方
に

は
、「
補
足
的
老
齢
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
」が
支
給
さ
れ
ま
す
。

・
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

・
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

左
記
の
要
件
を
す
べて
満
た
す
方

①
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎

年
金
の
受
給
者
で
あ
る
こ
と

②
前
年
の
所
得（
障
害
年
金
及
び
遺

族
年
金
な
ど
の
非
課
税
収
入
は
含
ま

な
い
）が
４
，７
２
１
，０
０
０
円
以
下

で
あ
る
こ
と

■
請
求
方
法

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
し
て
い

る
封
筒
の
中
に
入
っ
て
い
る
簡
易
な
請

求
書（
ハ
ガ
キ
型
）に
お
名
前
等
を
記

入
し
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
は
、

年
金
の
請
求
時
に
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
請
求
書
を
年
金
の
請
求
書
と

一緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
け
取
り
方
法

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、偶

数
月
の
15
日
に
年
金
と
同
じ
口
座
に

入
金
さ
れ
ま
す
。制
度
及
び
給
付
額
な

ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、厚
生
労
働
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

０
５
７
０-
０
５-
４
０
９
２（
ナ
ビ

ダ
イ
ヤ
ル
）、０
５
０
か
ら
始
ま
る
電

話
で
お
か
け
に
な
る
場
合
は
０
３-

５
５
３
９-

２
２
１
６（一般
電
話
）へ
お

か
け
く
だ
さ
い
。

険
者
証
の
新
規
発
行
が
終
了
と
な
り
、

原
則
マ
イ
ナ
保
険
証
を
ご
利
用
い
た

だ
き
ま
す
。
す
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
利
用
登
録

を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
だ
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、

カ
ー
ド
の
申
請
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。

獣害対策講習会の参加者募集
第1回 第２回 第３回 第４回

日時 12/17㈫
午後1時～4時

12/18㈬
午後1時～4時

12/24㈫
午後1時～4時

12/25㈬
午後1時～4時

場所
横芝光町役場
第1・2会議室
（横芝光町宮川
　11902）

横芝光町文化会館
会議室B
（横芝光町横芝
　922-1）

横芝光町役場
第1・2会議室
（横芝光町宮川
　11902）

JA山武郡市二川
支所
（芝山町小池
　1034）

内容
・イノシシの生態
　と対策
・地域ぐるみ対策

・イノシシの捕獲法
・防護柵の設置法
・ジビエ利用

・アライグマ・ハ
　クビシの生態と
　対策
・地域ぐるみ対策

・被害の痕跡の見
　分け方
・地域ぐるみ対策

持ち物 　実習では軍手や作業手袋、
作業しやすい服装・靴(長靴)の持参を推奨します。

13 2024. 12月号 12広報しばやま 

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


